
 公印省略 

                                ２教特第４２１号 

２教体第４８０号 

令和２年５月１４日 

 

 各県立特別支援学校長 殿 

 

              福岡県教育委員会教育長 

 

 

県立学校における教育活動の再開について（通知） 

  

 

 本日、本県に対する新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態が解除された

ことを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症防止のための臨時休業について」（令和２年５月４

日２教特第３１０号教育長通知）により５月３１日（日）としている教育委員会指定休業日の

終期を、５月１７日（日）に変更します。 

 ついては、各学校の幼児児童生徒の状況や通学の状況等に鑑み慎重に判断の上、５月１８日

（月）以降、準備が整った学校から、別紙１及び別紙２に留意して教育活動を再開してくださ

い。 

 なお、５月２２日（金）までの間は、「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時

休業に係る学校運営上の工夫について」（令和２年５月１日２文科初第２２２号）を参考に、

いわゆる「分散登校」の形式による教育活動を実施する期間とします。ただし、学校運営上必

要と認められる場合は、当分の間、「分散登校」を継続することができるものとします。 

 また、「教育活動再開に向けた登校日の設定について」（令和２年５月４日２教特第３３０

号）は廃止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 
〇教育活動に関すること 

特別支援教育課 
指導班  藤野 和男 
TEL：０９２－６４３－３９１４ 

 
〇保健管理に関すること 
  体育スポーツ健康課 
  保健給食係  諸藤 彰 
  TEL：０９２－６４３－３９２２ 
 
〇運動部活動に関すること 
  体育スポーツ健康課 
  体育・健康教育班  内田 ひろみ 
  TEL：０９２－６４３－３９２３ 
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教育活動再開に伴う感染防止等に係る留意事項 

 

                        特別支援教育課・体育スポーツ健康課 

 

１ 基本的な対応 

 (1) 可能な限り３つの密を回避する工夫を行うこと。 

 (2) 学校医及び学校薬剤師などと連携し、感染防止について具体的な指導・助言を得ること

ができるような体制を構築しておくこと。 

 (3) 感染者及び濃厚接触者の発生について把握できるような連絡体制を構築しておくこと。

その際、個人情報の取扱いについては十分留意すること。 

 (4) 幼児児童生徒及び職員にマスク等の着用や手洗い等の感染防止策を徹底すること。ま

た、毎朝、検温と風邪症状の確認を行うこと。その際、風邪の症状が見られる場合は、無

理をせず自宅で休養するよう指導すること。 

 (5) 「健康観察シート」（令和２年５月１４日２教体第４７２号別添①）を用いるなど、登

校前に自宅において幼児児童生徒の健康状態（検温等）の確認を行うよう指導すること。 

なお、登校前に確認できなかった幼児児童生徒については、保健室等において検温や

健康状態の確認を行うこと。   

(6) 昇降口や廊下等において、可能な限り密集が起こらないよう十分留意すること。 

 (7) 公共交通機関を利用する場合は、マスク着用や会話を控えることなど感染防止につい

て指導すること。 

 (8) 別添「「新しい生活様式」の実践例」を保護者及び職員に配布し、感染防止等の参考と

すること。 

 

２ 「分散登校」に係る出欠の取扱い 

 (1) 「分散登校」開始までの間、学校全部を休業とする場合は、校長指定休業日とし、授業

日数に含まないこととする。 

 (2) 学部（学年）ごとに登校日を設定する場合は、登校の対象である学部（学年）は授業日

数に含み、登校の対象でない学部（学年）は授業日数に含まないこと。 

 (3) 学年の一部を登校日に設定する場合は、学年の授業日数に含み、登校の対象である幼児

児童生徒については、出欠を記録するとともに、登校の対象でない幼児児童生徒について

は、「出席停止・忌引き等の日数」として記録すること。 

 

３ 配慮が必要な幼児児童生徒への対応 

 (1) 登校に際して、不安を持つ保護者及び幼児児童生徒に対しては、学校で講じる感染症対

策について十分説明し、学校運営の方針等について理解を得るように努めるとともに、幼

児児童生徒の不利とならないよう弾力的に対応すること。 

 (2) 医療的ケアが必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等については、特に体調

管理に万全の対策を講じるとともに、主治医や学校医に相談の上、登校の判断を行うこ

と。その際、登校すべきでないと判断された場合については、「非常変災等児童生徒又

は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくて

もよいと認めた日」として扱うことができること。 

別紙１ 



 

４ 授業等における対応 

 (1) 授業前後及び授業中に換気の徹底を図ること。窓のない部屋については、常時入り口を

開けておくなど十分に換気に努めること。 

 (2) 授業中は、幼児児童生徒が密集して活動する長時間の学習活動や近距離での会話や大

声での発声を伴う活動をできる限り避けること。また、教室等では、幼児児童生徒間の距

離をできる限り確保すること。 

 (3) 実験器具などを共用した場合は、適宜、手洗いをするように指導すること。また、使用

した実験器具等の消毒を必要に応じて行うこと。 

 (4) ドアノブやスイッチなど多くの幼児児童生徒が手を触れる箇所については、適宜、消毒

すること。 

 (5) 教科等における感染防止のための対応等については、「県立特別支援学校における教育

活動の再開に向けた取組について」（令和２年５月８日２教特第３５４号）に示している

「学校の教育活動再開に向けた感染防止のための指導上の工夫（例）」（以下「指導上の工

夫（例）」という。）を参考にすること。 

 

５ 学校行事 

運動会や文化祭、学習発表会、修学旅行など幼児児童生徒が密集して長時間活動する学校

行事は、当分の間行わないこと。 

なお、今後実施が可能になった場合は、実施時期、実施方法及び実施内容、保護者等の参

観者への感染防止対策等について十分留意すること。 

 

６ 部活動 

  ５月２５日（月）以降、「分散登校」が終了している学校は実施できること。部活動の実

施に係る詳細については、別紙２を参照すること。 

 

７ 通学バスの運行 

「分散登校」開始以降、通学バスを運行できること。 

運行に当たっては、新型コロナウイルス感染症防止のため増便した通学バスを活用し、以

下の点に留意の上、適切に行うこと。 

 (1) 児童生徒に、発熱がなくても咳や喉の痛みなど風邪の症状がみられる場合は、通学バ

スの乗車を控えるよう保護者等に要請すること。 

(2) 隣や前後の座席を可能な限り空けるなど、児童生徒の座席位置に配慮すること。 

(3) 通学バスの運行会社に対しては、運転手及び添乗員の健康管理の徹底を図り、体調不

良が確認された際は、感染防止の観点から適切に対応するよう要請すること。 

また、運行に当たっては、児童生徒の安全確保を第一としつつも、可能な限り換気に

努めるよう要請すること。 

 

８ 学校給食の実施 

  ５月２２日（金）までの間は、学校給食は実施しないこと。 

５月２５日（月）以降については、指導上の工夫（例）を参考に、学校給食を実施するこ

とができること。 



 

９ 寄宿舎の利用 

  ５月２２日（金）までの間は、寄宿舎の利用は行わないこと。 

５月２５日（月）以降については、以下の点に留意の上、寄宿舎を利用することができる

こと。 

 (1) 寄宿舎を利用する児童生徒については、自力通学や保護者による送迎などの協力を求

め、利用者の削減に努めること。 

 (2) 食事や入浴等の利用時間をずらすなど、密集の状態とならないようにすること。 

(3) 食事の際は、可能な限り間隔を空け対面で座らないようにするとともに、会話を控え

るよう指導すること。 

(4) 児童生徒が身体的な距離を適切に保つよう指導すること。 

 

１０ その他 

  感染者及び濃厚接触者が確認された場合については、「教育活動再開後における新型コロ

ナウイルス感染症対策の徹底及び児童生徒等の感染が判明した場合等の対応について（通

知）」（令和２年５月１４日２教体第４７２号）を参照すること。 



別紙２ 

 

学校再開後における部活動の留意事項 

 

体育スポーツ健康課・特別支援教育課 

 

 学校再開後の部活動の実施に当たっては、当分の間、以下の点に注意すること。また、

今後も新型コロナウイルス感染症に係る対応が続くことが考えられることから、部活動

が教職員に過度な負担とならないよう十分に配慮すること。 

なお、分散登校期間については、部活動は実施しないこと。 

 
１ 活動計画等について 

・  生徒本人と保護者の意向を十分に確認し、同意を得た上で活動すること。その際、

活動への参加を強制することがないよう配慮すること。 

・  密集を避けるため活動場所ごとに人数の上限（例：1 名／２５㎡程度）を定める

こと。また、密集せずに距離をとって行うよう工夫すること。 

・  臨時休業期間中に生徒の体力等が低下している状況に鑑み、徐々に体を慣らして

いくなど、短時間で段階的に指導すること。 

・  練習試合等、他校との合同練習については、体力が十分に回復した上で慎重に判

断すること。 

・  県のホームページ等により、感染状況の最新の情報を入手し、生徒が感染する可

能性がある場合は、躊躇なく計画の変更・中止等を行うなど適切な措置を講じるこ

と。 

 

２ 活動実施について 

＜活動前＞ 

・  活動前の健康観察を十分に行うとともに、体調がすぐれない生徒は速やかに下校

するよう指導すること。 

 

＜活動中＞ 

・  身体接触を伴う活動、また、近距離での会話や発声が行われる活動を極力避ける

こと。 

・  こまめな休憩を挟み、その都度うがいと手洗いを徹底するよう指導すること。 

・  給水用のボトルやコップ、タオル等は共用しないよう指導すること。 

・  共用する器具や用具（トレーニング器具や楽器、調理器具、実験器具等）は、使

用前後に消毒させること。 

・  室内で活動する場合には十分な換気を行うとともに、生徒が手を触れる箇所（ド

アノブ、手すり、スイッチ等）はこまめに消毒させること。 

・  活動中の健康観察を十分に行うとともに、体調がすぐれない生徒は速やかに下校

するよう指導すること。 

 

＜その他＞ 

・  打ち合わせやミーティングについては、オンライン等を活用するなど工夫するこ

と。 

・  部室等の利用は短時間とし、一斉に多数の生徒が利用しないようにするとともに、

部室内での会話は控えるよう指導すること。 

 

 ※ なお、学校の管理を離れて活動する場合は、密集を避けるなどの感染症防止対策

を徹底するよう指導すること。 



【別添】 

「新しい生活様式」の実践例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省ホームページより） 


